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(５) 既存建築物の増築等に伴う形質の変更 

提案基準５「既存建築物の増築等に伴う形質の変更」 

 

 既存建築物の増築等に伴い形質の変更が生じる場合で、次に掲げる要件に該当し、やむを得な

いと認められるものについては、法第３４条第１４号の規定により開発審査会に附議することと

する。 

 

１ 敷地の現況を著しく変更することなく、土地利用計画が行われていること。 

 

２ 予定建築物は、従前と同一の用途であり、かつ、その規模及び構造が従前と著しく異ならな

いものであること。 

 

 

＜留意事項＞ 

ア 区画変更を伴うものは該当しない。 

イ 増築等の規模は、法第４３条第１項の適用が除外される範囲内であること。 

(適用除外編第５章 法第４３条の適用が除外される建築(建設)行為等 参照) 

 

 


